
 江南市農業委員会議事録 

 

 別紙の件付議のため、平成２８年９月２１日午前９時３０分より市民文化会館２階

特別会議室にて江南市農業委員会を会長招集する。 

 

 

 

 

出 席 委 員 

 

１ 古田みちよ  ２ 杉本俊人 

３ 齊木勝次  ４ 丹羽昭彦 

５ 藤岡和俊  ６ 野呂浩伸 

７ 大脇敏彦  ８ 中西孝明 

９ 宮地友治  １０ 伊藤十代司 

１２ 堀場厚男  １３ 鶴見道秋 

１４ 稲山久男  １５ 永井弘海 

１６  鈴木 孝  １７ 掛布吉根 

１８ 沢田正隆  １９ 岩井孝之 

２０ 福田松久   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

開 会   午前９時３０分 

 

 

    会長（古田みちよ）議長席に着き、出席者１９名を確認し会議の成立を告げ

る本日の議事録署名者に３番齊木委員、１２番堀場委員を指名し議事に入る。 



議 長（会長） あいさつ。 

      それでは、只今より、農業委員会総会を開催します。 

本日の出席委員は１９名です。これにより在任委員の過半数の出席を満

たしております。従いまして本会議は成立いたします。 

日程第１、本日の議事録署名者は、３番齊木委員、１２番堀場委員にお

願いします。 

続きまして、日程第２、議案第３５号「農地法第５条の規定による許可 

申出書意見決定について」を議題といたします。 

   それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

２ページをお願いします。受付番号１００番から６ページ受付番号１１

３番までの１４件の申請です。 

２ページ受付番号１００番は自己用住宅の建築、１０１番から４ページ

１０８番までは分家住宅の建築、１０９番は店舗及び駐車場として利用す

るもの、５ページ１１０番は大型トラックの搬入出場、１１１番から６ペ

ージ１１３番までは、太陽光発電設備の設置申請でございます。 

農地の区分につきましては、別表農地転用許可判断基準にありますよう

に、３ページ受付番号１０４番から１０６番、４ページ１０９番から５ペ

ージ１１０番、６ページ１１２番につきましては、街区に占める宅地の割

合が４０％以上であること、また、１００番と１１３番については、宮田

支所から３００ｍ以内であるので、それぞれ第３種農地と判断されます。

残りの申請につきましては、第２種農地と判断されます。 

なお、受付番号に※がございます１００番から１０２番、１０５番、１

０７番と１０８番、１１０番と１１１番につきましては、５月の農業委員

会で農業振興地域整備計画変更に伴う意見決定がなされた案件でございま

す。 

第２種農地の許可判断基準の理由としまして、受付番号１０１番につき

ましては、申請者は、妻と子供２人の４人で住所地である藤ケ丘の賃貸住

宅に住んでおります。子供の成長に伴い、現在の住居では狭隘なため、分

家住宅の建築を計画しました。 

土地の選定にあたりましては、申請者は、本家所有地及びその他本家周

辺の土地において、分家住宅に適した土地を検討した結果、本申請地を新

たに取得して、分家住宅の建築を計画しました。 

申請地は、本家に近く両親の面倒を看るのに都合が良く、申請者の知人・

友人が近隣に多く住んでいるため、生活不安のアドバイスも気軽に受ける

事ができる最適地であります。他に代替する土地はなく、この土地しか在

りません。 



受付番号１０２番につきましては、申請者は、妻と子供２人の４人で住

所地である岐阜県高山市の賃貸住宅に住んでおります。子供の成長に伴い、

現在の住居では狭隘な為、分家住宅の建築を計画しました。 

土地の選定にあたりましては、申請者夫婦には所有する土地は無く、本

家敷地内に建築するスペースも無いため、本家所有地及びその他近隣の土

地において、分家住宅に適した土地を検討した結果、本申請地を本家であ

る父より借り受け、分家住宅の建築を計画しました。 

申請地は、本家に近く子育てに協力が得られる位置にあり、生まれ育っ

た土地柄から将来に渡って生活をするには最適地であります。他に代替す

る土地はなく、この土地しか在りません。 

受付番号１０３番につきましては、申請者は、妻と２人で住所地である

前飛保町の賃貸住宅に居住していますが、子供の誕生を考えると、現在の

住居では手狭な為、分家住宅の建築を計画しました。 

土地の選定にあたりましては、申請者夫婦には所有する土地が無いため、

本家の所有地及びその他分家住宅に適した土地を検討した結果、今回申請

する土地を本家より借り受け、分家住宅の建築を計画しました。 

申請地は、本家に隣接しているため、将来両親の面倒を看るのに良く、

今後子供が生まれた場合も子育の協力が得られやすい、申請者にとって最

適地であります。他に代替する土地はなく、この土地しか在りません。 

受付番号１０７番につきましては、申請者は、子供２人との４人家族で

住所地である宮後町の賃貸住宅に居住していますが、子供の誕生に伴い、

現在の住居では狭隘な為、分家住宅の建築を計画しました。 

土地の選定にあたりましては、申請者夫婦には所有する土地は無く、本

家所有地及びその他近隣の土地において、分家住宅に適した土地を検討し

た結果、本申請地を新たに取得して、分家住宅の建築を計画しました。 

申請地は、本家・実家共に良い位置関係にあります。また、娘を通わせ

る予定の保育園が近く、閑静な場所であることから、生活環境及び立地条

件共に最適地と考えます。他に代替する土地はなく、この土地しか在りま

せん。 

受付番号１０８番につきましては、申請者は、夫婦２人で住所地である

木賀町の賃貸住宅に居住していますが、家財道具が増え、現在の住居では

手狭となり、分家住宅の建築を計画しました。 

土地の選定にあたりましては、申請者夫婦には所有する土地は無く、唯

一本家所有の敷地内には新たに建築する余地も無いため、建築要件に適っ

た土地を検討した結果、本申請地を新たに取得して、分家住宅の建築を計

画しました。 

申請地は、通勤に便利な場所にあり、実家からの支援も受け易い距離に

あります。地積・形状も適当であり、申請者にとって最適地と考えます。



他に代替する土地はなく、この土地しか在りません。 

受付番号１１１番につきましては、申請者は、現在住所地に本社を置き、

不動産管理業を主として、太陽光発電も営んでおります。電力供給による

社会貢献、環境配慮及び土地の有効活用を図るため、太陽光発電設備の設

置を計画しました。 

土地の選定にあたりましては、申請者は会社役員所有地及び周辺の土地

において検討した結果、本申請地を借り受け、設備の設置を計画しました。 

申請地は、地積・形状・日当たり等条件が揃っており、周囲への営農支

障も少なく太陽光発電設備を設置するには最適地であります。他に代替す

る土地はなく、この土地しか在りません。 

立地基準及び一般基準としまして、別紙農地転用許可判断基準のとおり

でございます。許可できると判断されます。 

以上でございます。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

議 長 

      ご意見・ご質問もないようですので、承認決定してよろしいか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議 長 

      それでは、議案第３５号「農地法第５条の規定による許可申出書意見決

定について」を承認決定といたします。 

   続きまして、日程第３、議案第３６号「農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規程による農用地利用集積計画（案）の意見決定について」を

議題といたします。 

   それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

８ページをお願いします。３件の申請でございます。権利の集積として

貸し手と借り手が愛知北農業協同組合を通じて農地の貸し借りを行うもの

であります。 

整理番号７３７－１、７３７－２は上段の・・・￥さんが愛知北農業共

同組合に安良町の畑２筆合計１，３５４㎡を貸して、次に下段で愛知北農



業協同組合が・・・￥さんから借りた畑を、・・・￥さんに転貸するもので

す。この申請の契約期間につきましては平成３１年３月３１日となってお

ります。 

整理番号７３８－１、７３８－２は上段の・・・￥さんが愛知北農業共

同組合に宮田神明町の畑２筆合計７９１㎡を貸して、次に下段で愛知北農

業協同組合が・・・￥さんから借りた畑を、・・・￥さんに転貸するもので

す。この申請の契約期間につきましては平成３３年３月３１日となってお

ります。 

整理番号７３９－１、７３９－２は上段の・・・￥さんが愛知北農業共

同組合に松竹町の畑２４６㎡を貸して、次に下段で愛知北農業協同組合

が・・・￥さんから借りた畑を、・・・￥さんに転貸するものです。この申

請の契約期間につきましては平成３３年３月３１日となっております。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考え

ます。説明は以上でございます。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

鈴木委員 

農協を通じた利用権設定された土地であっても、契約期間中に適切な管

理がされていない事例があったので、市と農協が連携して指導するようお

願いしたい。 

 

事務局 

現在農業委員の皆様にお願いしている農地パトロールの結果を農地シス

テムに入力することで、利用権設定された土地の状況を把握することがで

きます。この情報を基に農協と連携して指導をするように努めます。 

 

議 長 

その他、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 

（「ありません」の声あり） 

 

議 長 

      ご意見・ご質問もないようですので、承認決定してよろしいか。 

 

（「異議なし」の声あり） 



 

議 長 

それでは、議案第３６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

程による農用地利用集積計画（案）の意見決定について」を承認決定とい

たします。 

   続きまして、日程第４、「諸般の報告」に移らせていただきます。事務局

より説明をお願いします。 

 

事務局 

１０ページ①でございます。受付番号５７番１件の届出です。この届出

につきまして、権利の種類は所有権で、権利を取得した事由としまして相

続でございます。 

１１ページ②でございます。受付番号１０番と１１番の２件の届出でご

ざいます。１０番の転用計画としましては、共同住宅を１棟建築するもの、

１１番の転用計画としましては、住宅を１棟建築するものでございます。 

１２ページ③でございます。受付番号４７番と４８番の２件の届出です。

４７番の転用計画としましては、所有権を移転し、隣接宅地と一体利用を

して店舗を建築するもの、４８番の転用計画としましては、所有権を移転

し、住宅を建築するものでございます。 

１３ページ④でございます。受付番号１８番から１４ページ２３番まで

の６件です。１８番は願い出土地の中般若町に居宅・車庫及び倉庫が現在

あること、１９番は願い出土地の前野町に共同住宅が現在あること、２０

番は願い出土地の村久野町に居宅・物置が現在あること、２１番は願い出

土地の上奈良町に居宅が現在あること、１４ページ２２番は願い出土地の

宮田神明町に居宅・物置が現在あること、２３番は願い出土地の宮田神明

町に倉庫が現在あり、それぞれ現況が農地以外であることを証明するもの

であります。 

内容は議案書記載のとおりです。添付書類も含め完備しておりましたの

で、事務局専決により受理いたしました。 

以上でございます。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

齊木委員 

現況証明について、どのような場合に証明の対象になるのか教えて下さ

い。また、農地法の是正申請でなく、現況証明を選択する理由は何ですか。 

 



事務局 

現況証明ができる主な基準として、対象地が農用地区域でないこと、２

０年以上継続して対象地に建築物があること、建ぺい率が２０％以上であ

ることが挙げられます。 

現況証明を選択する理由については、個々の事情により異なるため一概

には言えませんが、農地法の申請と比較して手続きが簡素で処理期間が早

いことが理由の一つだと考えられます。 

 

議 長 

その他、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

 

（「ありません」の声あり） 

 

議 長 

無いようですので、続きまして、日程第５、「その他」に移ります。事務

局何かありますか。 

 

事務局 

まず１点目ですが、｢人・農地プラン｣の更新についてです。 

8 月 23 日に布袋北部地区学習等供用施設におきまして、人・農地プラン

の座談会を実施しました。今回は江南市南部地区の農業座談会ということ

で、座談会には、農業委員会からは伊藤委員・沢田委員、認定農業者とし

て稲山委員・鈴木委員に出席いただいております。 

江南市の人・農地プランは、北部地区と南部地区に分けて計画書を作っ

ております。平成 25 年度に初めてプランを作り、今回は 3 回目の更新とな

ります。 

人・農地プランは、各地区の座談会を経由しまして、最後には、検討会

に至るという形をとっております。検討会につきましては、来月の 10 月 12

日を予定しております。そのなかで、今回、新しく人・農地プランに位置

づける段階として、「・・・￥様」及び「・・・￥様」を追加させていただ

いていただき、当座談会におきましても、ご承認を頂いております。 

現在南部区域では、人・農地プランに 8 名の方が登録されており、それ

に続く新たな担い手ということで、「・・・￥様」及び「・・・￥様」に登

録をお願いしたところでございます。 

追加された担い手について簡単に説明させていただきますと、「・・・￥様」

は、平成 26 年 11 月 13 日に設立されました。現在、農地を 2 ヘクタール借

り入れて職員 3 名で営農されていますが、5 年後には 7 ヘクタールまで広げ



て営農されたい希望があります。この拡大農地につきましては、借りて営

農されたいということで、新たな担い手として、「人・農地プラン」に登録

を希望されており、今回追加したいと考えているものであります。また、

平成 27 年 10 月には認定農業者として認定を受けています。 

「・・・￥様」は、愛知県から認定を受けた研修機関で研修を受けてい

ましたが、平成 28年 7月に研修を終え、五明町で就農を始めたところです。

現在、農地を 23 アール借り入れて営農されていますが、5 年後には 60 ア

ールまで広げて営農されたいご希望があります。また、平成 28 年 8 月に認

定新規就農者として認定を受けております。 

なお、「・・・￥様」は、新規就農者でございまして、この「人・農地プ

ラン」に位置づけされますと、国からの支援策として青年就農給付金を、

農業を始めてから経営が安定するまでの最大 5年間受けることができます。

市としても新規就農者の方が安定的な農業経営をできるよう活用していき

たいと考えております。 

今回、人・農地プランに位置づけることにより、中間管理機構に受け手

としての優先順位が上がることになります。正式には、10 月 12 日の検討

会をもってプランの更新がされるという段取りとなっておりますので、よ

ろしくお願いします。 

次に２点目ですが、農業まつりの品評会への出品についてです。９月１  

２日に農協にて行われた農事組合長会へもお願いしてございますが、ここ

の所の天候不順により、出品数の減少が伺えますので、周りへのお声かけ

のほうをよろしくお願いいたします。 

３点目ですが、次回の予定は１０月２１日（金）午後１時３０分、市民   

文化会館特別会議室です。 

以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


